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吹田市開発事業の手続等に関する条例施行基準 改正案対照表 

    は改正箇所 

現          行 改     正     案 関係各課 

（道路の境界線とみなされる線の明示） 

 第4条の2  

 （新設） 

 

 

 

（道路の境界線とみなされる線の明示） 

 第4条の2  

規則第23条第1項第8号の別に定める方法は、次のとおりとする。 

（1）道路の境界線に道路側溝、縁石等の構造物を設置する方法 

（2）道路の境界線に擁壁等の工作物を設置する方法 

（3）地形、周囲の土地の状況等により、前各号に定める方法によ

って整備することが困難であると市長が認める場合は、個別協議

により定める方法 

 

都市計画部 

開発審査室 

建築許認可担当 
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現          行 改     正     案 関係各課 

（管渠 きょ 流量の算定基準、管渠の構造等） 

 第6条 規則第25条第１項第７号の別に定める基準は、次のとおりと

する。 

 (1)・・・中略・・・ 

（2）・・・中略・・・ 

（3）・・・中略・・・ 

（4）本管の埋戻しに際し、管路の上部から３０センチメートルの位

置に埋設標識テープを布設すること。 

(5)・・・中略・・・ 

(6) ・・・中略・・・ 

(7) 人孔を次に定めるところにより設置すること。 

（ア）・・・中略・・・ 

（イ）・・・中略・・・ 

（ウ）・・・中略・・・ 

（エ）・・・中略・・・ 

（オ）・・・中略・・・ 

（カ）・・・中略・・・ 

 

 

 

（管渠 きょ 流量の算定基準、管渠の構造等） 

 第6条 規則第25条第１項第７号の別に定める基準は、次のとおりと

する。 

 (1)・・・中略・・・ 

（2）・・・中略・・・ 

（3）・・・中略・・・ 

（4）本管の埋戻しに際し、管路の上部から３０センチメートルの位

置に埋設標識シートを布設すること。 

(5)・・・中略・・・ 

(6) ・・・中略・・・ 

(7)人孔を次に定めるところにより設置すること。 

（ア）・・・中略・・・ 

（イ）・・・中略・・・ 

（ウ）・・・中略・・・ 

（エ）・・・中略・・・ 

（オ）・・・中略・・・ 

（カ）・・・中略・・・ 

 

下水道部 

管路保全室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

（キ）（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（8） 接続桝を次に掲げる種類に応じ、それぞれ次に定めるところに

より設置すること。 

ア 汚水桝 

 ・・・中略・・・ 

(カ) 車両の通行する箇所には設置できない。 

  ・・・中略・・・ 

 イ 雨水桝 

（ア）道路等に雨水桝を設置する場合は、原則として公道内に設置

すること。 

（イ） ・・・中略・・・ 

（ウ）構造及び用途は、次の表に定めるとおりとすること。この場

合において、底部に１５０ミリメートル以上の泥だめを設け、  コ

ンクリート製とすること。 

（キ）次に定める路線の車道部で人孔蓋を設置する場合は、吹田市

下水道用次世代型マンホール蓋を使用すること。 

（a）緊急交通路（広域、地域）・避難路 

（b）都市計画道路 

（c）バス路線（コミュニティバス含む。） 

（d）車道幅員が５．５メートル以上でセンターラインがある路線 

（e）その他、市長が必要と認める路線 

(8) 接続桝を次に掲げる種類に応じ、それぞれ次に定めるところに

より設置すること。 

ア 汚水桝 

 ・・・中略・・・ 

(カ) 車両の通行する箇所には設置しないこと。 

  ・・・中略・・・ 

 イ 雨水桝 

（ア）原則として公道内に設置すること。 

（イ） ・・・中略・・・ 

（ウ）道路等に雨水桝を設置する場合の構造及び用途は、次の表

に定めるとおりとし、底部に１５０ミリメートル以上の泥だめを

設け、コンクリート製とすること。 

下水道部 

管路保全室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

 

（道路等に設置する場合） 

名  称 

Ａタイプ雨水桝から 

Ｆタイプ雨水桝 

Ｇタイプ雨水桝 Ｈタイプ雨水桝 

形状・寸法 
吹田市型 

（別図８、９、１０） 

吹田市型 

（別図１１） 

吹田市型 

（別図１１） 

用  途 

取付管の内径が１５０

ｍｍまたは２００ｍｍ

の場合及び内寸が３０

０ｍｍまでのＵ型側溝

の場合に使用 

取付管の内径が

１５０ｍｍまた

は２００ｍｍの

場合及びＬ型側

溝の場合に使用 

取付管の内径が１

５０ｍｍまたは２

００ｍｍの場合及

び単独で設置する

場合に使用 

（敷地内に設置する場合） 

名  称 φ６００ｍｍ雨水桝 
φ７５０ｍｍ雨水

桝 

φ９００ｍｍ雨

水桝 

形状・ 

寸法 

φ６００組立人孔 

（円形で内径が６０

ｃｍのもの） 

０号組立人孔 

（円形で内径が７

５ｃｍのもの） 

１号組立人孔 

（円形で内径が

９０ｃｍのもの） 

用  途 

桝深１．０ｍ未満の

もので取付管内径が

３００ｍｍ未満の場

合 

桝深１．０ｍ以上の

もので取付管の内

径が３００ｍｍ未

満の場合 

取付管の内径が

３００ｍｍ以上

６００ｍｍ未満

の場合 
 

 

（道路等に設置する場合） 

名  称 

Ａタイプ雨水桝から 

Ｆタイプ雨水桝 

Ｇタイプ雨水桝 Ｈタイプ雨水桝 

形状・寸法 
吹田市型 

（別図８、９、１０） 

吹田市型 

（別図１１） 

吹田市型 

（別図１１） 

用  途 

取付管の内径が１５０

ｍｍまたは２００ｍｍ

の場合及び内寸が３０

０ｍｍまでのＵ型側溝

の場合に使用 

取付管の内径が

１５０ｍｍまた

は２００ｍｍの

場合及びＬ型側

溝の場合に使用 

取付管の内径が１

５０ｍｍまたは２

００ｍｍの場合及

び単独で設置する

場合に使用 

 

 

 

（エ）道路等に雨水桝を設置する場合の蓋は、原則吹田市型グレ

ーチング蓋（ピンヒンジの付いたものに限る。）（別図１２）を

使用すること。 

 

下水道部 

管路保全室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

 

 (エ) 蓋は、道路等に設置する場合は、原則吹田市型グレーチ

ング蓋（ピンヒンジの付いたものに限る。）（別図１２）を使

用し、敷地内に設置する場合は、吹田市型ダクタイル鋳鉄製人

孔蓋（雨水用）を使用すること。 

 

(オ)（新設） 

 

（オ）敷地内に雨水桝を設置する場合の構造及び用途は、次の表に

定めるとおりとし、底部に１５０ミリメートル以上の泥だめを設け

ること。ただし、小口径塩化ビニル雨水桝については、底部にイン

バートを設け、泥だめを設けないこと。 

 

（敷地内に設置する場合） 

名  

称 

小口径塩化ビニル 

雨水桝 

φ６００ｍｍ 

雨水桝 

φ７５０ｍｍ 

雨水桝 

φ９００ｍｍ 

雨水桝 

形

状 

・

寸

法 

日本下水道協会規格

(ＪＳＷＡＳ Ｋ－７)

に適合した硬質塩化

ビニル製（円形で内径

が２０ｃｍのもの） 

（別図２６） 

φ６００組立

人孔 

（円形で内径

が６０ｃｍの

もの） 

０号組立人孔 

（円形で内径

が７５ｃｍの

もの） 

１号組立人孔 

（円形で内径

が９０ｃｍの

もの） 

用  

途 

桝深１．２ｍ以下で取

付管の内径が１５０

ｍｍの場合 

桝深１．０ｍ

未満のもので

取付管内径が

３００ｍｍ未

満の場合 

桝深１．０ｍ以

上のもので取

付管の内径が

３００ｍｍ未

満の場合 

取付管の内径

が３００ｍｍ

以上６００ｍ

ｍ未満の場合 

 

下水道部 

管路保全室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

（カ）（新設） 

（キ）（新設） 

（ク） 新設） 

（ケ） 新設） 

（カ）敷地内に雨水桝を設置する場合の蓋は、吹田市型ダクタイ

ル鋳鉄製人孔蓋（雨水用）を使用すること。ただし、小口径塩化

ビニル雨水桝用蓋については、雨水が流入する構造の蓋又は空気

の圧力を逃がすための孔を有する蓋とし、硬質塩化ビニル製の吹

田市章および「雨水」標記入り耐荷重２トンのものを使用するこ

と。 

 

（キ）小口径塩化ビニル雨水桝は、車両の通行する箇所には設置

しないこと。 

 

（ク）小口径塩化ビニル雨水桝立上り管の流入管接続の削孔は、

製品の強度不足防止のため１部材に付き２箇所までとする。また

「くら型継手」を使用する場合は、くら部分が重ならないよう留

意すること。 

 

（ケ）小口径塩化ビニル雨水桝で上記に定めのないものは、社団

法人日本下水道協会発行の「ＪＳＷＡＳ Ｋ－７ 下水道用硬質

塩化ビニル製ます」に準拠すること。 

下水道部 

管路保全室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

 

（9） 取付管を次に定めるところにより設置すること。 

ア 本管に対して直角に布設すること。 

イ 本管取付部は、本管に対して６０度又は９０度とすること。 

ウ 勾配は、１０パーミル以上とすること。 

エ 本管の中心角より上方に取り付けること。 

オ 管径は１５０ミリメートル以上とし、管の種別は硬質塩化ビ

ニル管とし、支管及び砂付短管を用いること。 

カ （新設） 

  

（9） 取付管を次に定めるところにより設置すること。 

ア 本管に対して直角に布設すること。 

イ 本管取付部は、本管に対して６０度又は９０度とすること。 

ウ 勾配は、１０パーミル以上とすること。 

エ 本管の中心角より上方に取り付けること。 

オ 管径は１５０ミリメートル以上とし、管の種別は硬質塩化ビ

ニル管とし、支管及び砂付短管を用いること。 

カ 取付管の埋戻しに際し、管路の上部から３０センチメートル

の位置に埋設標識シートを布設すること。 

下水道部 

管路保全室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

（雨水流出抑制施設の構造等） 

第8条 規則第25条第３項第３号の別に定める基準は、次のとおりと

する。 

(１) 雨水貯留型施設の構造等 

ア 洪水調整方式は、原則として自然放流方式とすること。 

イ 貯留型施設は、流出係数０．２、時間当たり降雨量を１７、

２８、９０、２８、１２ミリメートル、余裕率１．２、と

し、５時間雨量を貯留する能力を有すること。 

ウ ・・・中略・・・ 

エ ・・・中略・・・ 

オ ・・・中略・・・ 

カ ・・・中略・・・ 

キ ・・・中略・・・ 

(２) ・・・中略・・・ 

（雨水流出抑制施設の構造等） 

第8条 規則第25条第３項第３号の別に定める基準は、次のとおりと

する。 

(１) 雨水貯留型施設の構造等 

ア 洪水調整方式は、原則として自然放流方式とすること。 

イ 貯留型施設は、流出係数０．２、時間当たり降雨量を１７、

２８、９０、２８、１２ミリメートル、余裕率１．２、と

し、５時間雨量を貯留する能力を有することとし、貯留容

量は次式により算定すること。 

 Ｖ＝１０Ｒ×Ａ×ｆ×１．２ 

 Ｖ 貯留容量（単位 立方メートル） 

 Ｒ 降雨量（１７５ミリメートル） 

 Ａ 対象面積（単位 ヘクタール） 

 ｆ 流出係数（０．２） 

ウ ・・・中略・・・ 

エ ・・・中略・・・ 

オ ・・・中略・・・ 

カ ・・・中略・・・ 

キ ・・・中略・・・ 

(２) ・・・中略・・・ 

下水道部 

管路保全室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

（消防水利の構造等） 

第10条 規則第26条第１項第４号に基づく基準は、次のとおりとす

る。 

（1） ・・・中略・・・ 

（2） ・・・中略・・・ 

（3） ・・・中略・・・ 

ア 防火水槽 

（ア） ・・・中略・・・ 

（イ）吸管投入孔は２箇所設け、吸管投入孔の開口部には吹田市指

定の鉄蓋を設置することとし、市に帰属又は市が寄附を受けること

となる公園等の用に供する土地に設置する防火水槽にあっては、親

子蓋の設置とする。構造は別図２６のとおりとする。 

（ウ） ・・・中略・・・ 

  ・・・中略・・・ 

（サ） ・・・中略・・・ 

（シ）標識板は、別図２７により設置すること。  

（ス）区画表示は、必要に応じ別図２８の例示により行うこと。 

（セ） ・・・中略・・・ 

イ 消火栓 

（ア） ・・・中略・・・ 

（イ）地下式消火栓の表示は、別図２８の例示により行うこと。  

（ウ）消火栓から５．０メートル以内に必要に応じ別図２８の標識

板を設置すること。なお、設置方法は、防火水槽の標識板の場合に

準ずるものとする。 

（消防水利の構造等） 

第10条 規則第26条第１項第４号に基づく基準は、次のとおりとす

る。 

（1） ・・・中略・・・ 

（2） ・・・中略・・・ 

（3） ・・・中略・・・ 

ア 防火水槽 

（ア） ・・・中略・・・ 

（イ）吸管投入孔は２箇所設け、吸管投入孔の開口部には吹田市指

定の鉄蓋を設置することとし、市に帰属又は市が寄附を受けること

となる公園等の用に供する土地に設置する防火水槽にあっては、親

子蓋の設置とする。構造は別図２７のとおりとする。 

（ウ） ・・・中略・・・ 

  ・・・中略・・・ 

（サ） ・・・中略・・・ 

（シ）標識板は、別図２８により設置すること。  

（ス）区画表示は、必要に応じ別図２９の例示により行うこと。 

（セ） ・・・中略・・・ 

イ 消火栓 

（ア） ・・・中略・・・ 

（イ）地下式消火栓の表示は、別図２９の例示により行うこと。  

（ウ）消火栓から５．０メートル以内に必要に応じ別図２９の標識

板を設置すること。なお、設置方法は、防火水槽の標識板の場合に

準ずるものとする。 

消防本部 

警防救急室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

（一戸建て住宅及び長屋の敷地面積の最低限度の緩和等） 

第15条 

1 規則第31条第２項第４号の敷地面積の最低限度についての別に

定める基準は、次のとおりとする。 

 

 

（1） ・・・中略・・・ 

（2） ・・・中略・・・ 

（3） ・・・中略・・・ 

2 ・・・中略・・・ 

3 ・・・中略・・・ 

4 ・・・中略・・・ 

5 規則第31条第２項第４号の家族向住戸の専有部分の平均面積に

ついての別に定める基準は、次のとおりとする。 

・・・以下略・・・ 

 

（一戸建て住宅及び長屋の敷地面積の最低限度の緩和等） 

第15条 

1 規則第31条第２項第３号の敷地面積の最低限度についての別に

定める基準は、次のとおりとする。ただし、本項における事業区域

は一団の土地（１の建築物の敷地であった土地その他一体的な利用

がなされていた土地及び所有者が同一であった土地をいう。）又は

隣接した土地であって、分割または区画を分ける事業を行う区域を

いう。 

 

(1)  ・・・中略・・・ 

(2) ・・・中略・・・ 

(3) ・・・中略・・・ 

2 ・・・中略・・・ 

3 ・・・中略・・・ 

4 ・・・中略・・・ 

5 規則第31条第２項第３号の家族向住戸の専有部分の平均面積に

ついての別に定める基準は、次のとおりとする。 

・・・以下略・・・ 

都市計画部 

開発審査室 

開発条例担当 
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現          行 改     正     案 関係各課 

（駐車施設の整備） 

第16条  

1 ・・・中略・・・ 

 

2 規則第34条第１項第７号ただし書の規定により同号本文の車

路の幅員の基準を適用しない場合は、家族向住戸の戸数が１戸

以下又は敷地面積が１，０００平方メートル未満の共同住宅で

あり、かつ、路面の表示等により通行の安全上支障がない場合

とする。 

3 ・・・中略・・・ 

4 ・・・中略・・・ 

5 ・・・中略・・・ 

6 ・・・中略・・・ 

7 ・・・中略・・・ 

8 ・・・中略・・・ 

9 第３項から前項までに規定する場合の２以上に該当する場合

における駐車施設の設置の基準は、別に定める。 

 

 

 

（駐車施設の整備） 

第16条  

1 ・・・中略・・・ 

 

2 削除 

 

 

 

2 ・・・中略・・・ 

3 ・・・中略・・・ 

4 ・・・中略・・・ 

5 ・・・中略・・・ 

6 ・・・中略・・・ 

7 ・・・中略・・・ 

8 第２項から前項までに規定する場合の２以上に該当する場合に

おける駐車施設の設置の基準は、別に定める。 

9 規則第34条第４項の市長が別に定める設備を使用する駐車施設

は、スライド式や二段ラック式等の自動二輪車用及び原動機付自転

車又は自転車用の駐車施設とする。 

土木部 

総務交通室 
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現          行 改     正     案 関係各課 

 

附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

附 則 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和５年３月３１日改正後の第６条及び第８条の規定は、令和５年７

月１日から施行する。 

 

 

 


